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該当箇所 意 見 回答・方針

【Ｐ１】１．１：計画策定の趣
旨・背景

膨大な問題について，よくまとめてあると思います。ただ，まとめようとすることで，
文章が長いものがあり，内容がわかりにくい部分があります。主語があいまいであっ
たり，ひとつの文章で，前後で主語の異なるものがあったりするところが見られま
す。
１ページ
１．１計画策定の趣旨･背景の11行目「しかしながら」から始まる一文が，長くて分か
りにくいように思います

○御意見の箇所について、一部修正しました

【Ｐ２】２．１：前計画におけ
る目標に対する評価

2ページ
基本方針の「循環を基調とする社会経済システムの実現」の評価結果に関して，
地デジ化にともなうアナログTVの不法投棄の増加が懸念されることには触れなくて
も良いでしょうか？全国的にかなり問題になっているようなので，県民の注意を喚起
する意味で挙げてみましたが，結果なので，まだ触れないほうが良いのかもしれま
せん

○今後、地デジ化に伴う廃テレビ等の不法投棄
増加が懸念されることから、実行計画（とっとり環
境イニシアティブプラン）の策定において検討し
ます

【Ｐ５】３．２：施策の方向
Ⅳ 安全で安心してくらせ
る生活環境の実現

5ページ
IV 安全で安心してくらせる生活環境の実現の3行目で，「化学物質が大気･水･
土壌などへ漏出・蓄積することにより」，という部分ですが，「漏出」でも意味がわかる
のですが，閉じられた環境から外部に出たという印象を受けます。そのとおりの意味
で使われているのでしたら，かまいませんが，拡散という言葉を使っても良いかと思
いました

○化学物質の製造・流通・使用・廃棄の各段階
において適切な管理が行われずに大気・水・土
壌などの環境へ漏れ出し、これらが蓄積する問
題を想定していることから、「漏出」との表現とさ
せていただきたい

【Ｐ５】３．２：施策の方向
Ⅴ 自然がもたらす恩恵を
持続的に享受できる健全
な自然生態系の確保

5ページ
V 自然がもたらす恩恵を・・・・の5行目「また，自然に対する人間の働きかけが」
の一文が，主語の形態がそろっておらずちょっと分かりにくいように思います。

○次のとおり、一部修正しました。
「また、自然に対する人間の働きかけの縮小
撤退による里地里山の環境の変化、～」

【Ｐ６】４：計画の実行 6ページ
４ 計画の実行の項では，「第2次鳥取県環境基本計画」本体を計画や本計画と
表記しています。「実行計画」と混乱しやすいように思います。最後の項でもありま
すので，「第2次鳥取県環境基本計画」本体について述べるときには第「2次鳥取県
環境基本計画」であることがわかるようにしても良いかと思います。

○「４ 計画の実行」の項の本文においては、第
２次環境基本計画については、「本計画」との
表現に統一させました

「第２次鳥取県環境基本計画素案」に対する意見【環境審議会委員】
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全体 中長期の未来像のイメージ化
実行計画で数値化と並行して盛り込んでほしいのが、未来像のイメージ化です。

県民のみなさんに周知していただき、必要に応じて作り替えていく。
<説明>

「３．１計画の目標」にもあるように、“県民の知恵と力を集結する必要がある”こと
から、すべての県民が共有し目指すべき未来像をイメージ化して示す。条例や計
画は、県民のものであるのですが県民に浸透していきにくいもの。１０年後の鳥取
県の目指すべき姿、５０年後の鳥取県のあるべき姿を具体的に示し、それに向かっ
て今何をするのかという視点が大切

○未来像については、「3.1 計画の目標」及び
「3.2 施策の方向」で抽象的に示しているが、よ
り具体的なイメージを後日策定する実行計画
（とっとり環境イニシアティブプラン）において示
す予定。

【Ｐ４】３．２：施策の方向
Ⅲ NPOや地域・企業など
と連携・協働した環境実践
の展開

連携・協働の範囲
「Ⅲ NPOや地域・企業などと連携・共同した環境実践の展開」の部分に、

〇情報連携の強化。
〇一次産業分野（農林漁業）福祉分野、教育分野などへの環境意識、環境システ
ム導入の推進。

を盛り込む。
<説明>

「環境情報の共有」は住民がもっと環境情報を知るためのシステムや、県と市町村
間の相互間の情報共有と連携、県の部署間の情報共有と連携を強化する。

※交通施策と環境など、施策を考える時点での連携、協働も必要。
「他分野との連携」は、林業については一歩進んでいますが、主要産業である農

業、漁業では進んでいない。設備の省エネ化、地産地消の推進などを進める。

○次のとおり、一部修正しました。
「～環境問題の解決に向けて自ら考え行動す

る人材の育成、環境情報の共有に向けた連携
強化、農林漁業・福祉・教育分野等への環境
意識・システム導入推進などにより、環境配慮
活動をさらに拡大して県民運動的に展開して、
ＮＰＯや地域・企業などが連携・協働して実行し
ていく必要があります。～」

【Ｐ４】３．１：計画の目標 １ 環境基本計画の目標（Ⅰ～Ⅳ）について、県民が理解しやすい文面にならない
か。

（環境問題に関する環境省の文面（文章による表現）は、以前からわかりずらく、
一部の専門家と行政担当者はさておき、国民がほんとうに理解できるのか疑問を
持っています。今回の県基本計画（素案）の目標も県民とって、少々わかりづらいの
ではないでしょうか。特に Ⅱ環境負荷削減の・・・・・などはわかりにくいです。
目標の文章表現はわかりやすく、各年代層の県民から理解されやすくするのがい
いのではないでしょうか。）

○次のとおり、一部修正しました。
「環境負荷低減の取組みが経済活動として成
立する社会経済システムの実現」に修正しまし
た

【Ｐ５】３．２：施策の方向
Ⅳ 安全で安心してくらせ
る生活環境の実現

２ 「Ⅳ 安全で安心してくらせる生活環境の実現」（Ｐ５）の中に、「騒音、振動、悪
臭」の追記と「温泉」の適正管理についてもふれておく必要はありませんか。

○次のとおり、一部修正しました。
「～私たちの生活を支えるために利用した化

学物質や非意図的に発生した化学物質が大
気・水・土壌などへ漏出・蓄積することにより人の
健康や生態系に影響を及ぼす問題、騒音・振
動・悪臭や温泉の適正管理などの身近な生活
環境問題などにも留意する必要があります。～」
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